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事業報告（案） 

 

１ Ｇ７宮崎農業大臣会合の概要 

 

名  称 Ｇ７宮崎農業大臣会合 

日  程 令和5年4月22日(土)～23日(日) ※21日(金)からｻｲﾄﾞｲﾍﾞﾝﾄ開始 

会  場 シーガイアコンベンションセンター 

宿  泊 シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート 

参 加 国

及び 

出 席 者 

日本(議長) 

カ ナ ダ 

Ｅ   Ｕ 

フランス 

ド イ ツ 

イタリア 

英   国 

米   国 

Ｆ Ａ Ｏ 

ＩＦＡＤ 

ＯＥＣＤ 

Ｗ Ｆ Ｐ 

ウクライナ 

野村哲郎農林水産大臣 

マリー・クロード・ビボー農業・農産食料大臣 

ヤヌシュ・ヴォイチェホフスキ欧州委員会委員(農業担当) 

マルク・フェノー農業・食料主権大臣 

ジェム・エズデミル食料・農業大臣 

フランチェスコ・ロッロブリージダ農業・食料主権・森林大臣 

トゥルーディ・ハリソン自然環境及び土地活用担当大臣 

トーマス・Ｊ・ビルサック農務長官 

屈冬玉事務局長 

アルバロ・ラリオ総裁 

ウルリック・クヌッセン事務次長 

シンディ・ヘンスリー・マケイン事務局長 

ミコラ・ソルスキー農業政策・食料大臣（オンライン） 

 

＜スケジュール＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

午前

昼

午後

夜

4月21日（金） 4月22日（土） 4月23日（日）

(09:00 - 12:00)

第2回SOM会合

(11:35 - 16:00)

現地視察
・ 神宮会館（ランチ）
・ 宮崎神宮
・ マンゴー農園
・ 宮崎農業高校

(09:00 - 10:10)
本会合⑤

(16:00 - 17:20)
本会合 ④

(12:30 - 13:50)
ワーキングランチ会

場
展
示

(16:00 - 17:20)
セミナー ③

(19:10 - 20:40)

歓迎レセプション

会
場
展
示

会
場
展
示

(19:00 - 20:30)

大臣主催夕食会

(10:30 - 11:50)

セミナー
①

(13:30 - 15:00)
セミナー ②

(10:00 - 10:35)
本会合①

(10:15 - 11:00)
共同記者会見

各
国
代

(10:35 - 11:05)
HOD展示ツアー

(18:30 - 19:05)
呈茶

(17:25 - 17:40) フォトセッション

(11:20 - 12:20)
本会合②

(14:30 - 15:40)
本会合 ③

第１号議案 
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２ 会合開催に向けたＧ７宮崎農業大臣会合協力推進協議会の取組 

①会合に向けた体制整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議会の設立総会(R4.10.24)       県に協議会事務局を設置(R4.11.1) 

 

②開催周知・機運醸成 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

150日前ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝｾﾚﾓﾆｰ(R4.11.22)     77日前｢花の祭典2023｣出展(R5.2.4～5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ポスターの作成(R5.1～)    カウントダウンボードやデジタルサイネージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WBC宮崎キヤンプでのPR(R5.2.17～27)      まつり宮崎でのPR(R5.3.4) 
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絵画・ポスターコンクール(R4.12.12～)   小中学校でのサミット給食(R5.1.12～) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

農業シンポジウム(R5.2.16)        記念シンポジウム(R5.3.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

サポーター（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）委嘱式(R5.3.26)  サポーター等によるｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ活動(R5.4.15) 

 

③警備体制の構築 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ＮＢＣ災害対応図上訓練(R5.2.27)     官民連携テロ対策合同訓練(R5.3.23) 
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３ 会合開催期間中のＧ７宮崎農業大臣会合協力推進協議会の取組 

①歓迎行事(R5.4.20～21) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

空港での歓迎セレモニー          会場での歓迎セレモニー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ティーセレモニー(呈茶)            歓迎花火の観覧 

 

②歓迎レセプション(R5.4.21) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

積極的に情報交換する各国大臣等      おいしさ日本一の宮崎牛ステーキ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

料理の説明を行うサポーターの活躍    オープニングで披露された高千穂の夜神楽 
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③本会合(R5.4.22～23) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

本会合場の様子           堂々と提言を行う高校生の姿 

 

④コーヒーブレイク(R5.4.22～23) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

スイーツの説明を聞く各国大臣等     会合参加者と言葉を交わす学生ら 

 

⑤ワーキングランチ(R5.4.22) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

知事・市長のプレゼンテーションを聞く各国大臣等 

 

⑥大臣主催夕食会(R5.4.22) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

夕食会の様子           知事・市長からの記念品を贈呈 
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⑦会場展示(R5.4.21～23) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

世界農業遺産（高千穂郷・椎葉山地域）   自動収穫ロボットと施設園芸環境制御 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

日本農業遺産（大根やぐら）         観光・スポーツ・物産情報 

 

⑧会場装花(R5.4.21～23) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

歓迎パネル装花        写真スポットになったフラワーボード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

本会合場装花        小学生や小中学校用務員による歓迎装花 
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⑨キッズプレスプロジェクト(R5.4.21～23) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

各国大臣等への個別取材         共同記者会見で大臣に質問 
 

⑩現地視察(R5.4.23) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

宮﨑神宮での記念撮影        完熟マンゴーを収穫する野村大臣 
 

⑪お見送り(R5.4.22～24) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

宮崎農業高校生による実習成果の紹介     空港で各国大臣等をお見送り 
 

⑫アフターツアー(R5.4.23)         ⑬会場警備(R5.4.20～23) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

本会合場を見学する参加者            検問の様子 
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４ Ｇ７宮崎農業大臣会合の成果 

 

(1) Ｇ７宮崎農業大臣会合で得られた成果 

 

  ○農業の生産性向上と持続可能性の両立や、イノベーションによる持続可能性の向上な

どの議論の成果を取りまとめた「Ｇ７農業大臣声明」とともに、Ｇ７各国が取り組む

べき行動を１２項目に要約した「宮崎アクション」が採択された。 

  

(2) 本県のＰＲ 

  

  ○歓迎レセプション、現地視察などを通じた本県の食や農業技術のＰＲに加え、 

   歴史、自然、伝統文化といった本県の魅力も世界に向けてＰＲできた。 

  ○各国大臣等から食事やおもてなしに対する高い評価をいただいており、 

   感想などをＳＮＳ等で広く発信していただいた。 

  

(3) Ｇ７宮崎農業大臣会合の効果・レガシー 

  

  ○食料自給率向上に貢献する本県農業の更なる発展 

    → 会合開催を契機とした循環型農業に関する企業との連携協定などの動き など 

 

  ○将来の本県農業を担う人材やグローバルな視点を持つ人材の育成 

    → 農業者による「行動宣言」の採択、高校生の提言等を通じた若者の活躍 など 

 

  ○ＭＩＣＥ受入環境の充実と観光誘客の促進 

    → 会合開催によるＭＩＣＥ受入ノウハウの蓄積や関係者の誇りの醸成 など 

 

  ○地域経済の活性化（コロナ禍からの再生） 

    → 会合開催による経済効果（暫定額） 

        経済波及効果   約 ６．７億円 

        パブリシティ効果 約１０．０億円 
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収支決算見込み及び決算承認の専決処分（案） 

 

１ 決算見込み（令和５年７月５日現在までの収支で調製） 

(1) 収入の部        （単位 千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 支出の部       （単位 千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 決算見込み差額 

収入の部  支出の部  精算額（見込み） 

148,592 千円 － 133,413 千円 ＝ 15,179 千円 

 

２ 決算承認の専決処分について 

協議会規約第 12 条第１項の規定により、決算の承認を会長の専決処分とする。 

 

参考（協議会規約） 

第12条 会長は、総会及び常任委員会（以下「総会等」という｡）を招集するいとまがないとき､又は

総会等の権限に属する事項で軽微なものについては、これを専決処分することができる。 

２ 会長は､前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会等において報告するものとする｡ 

第２号議案 

予算額 決算額
(見込み)

差　額

負担金収入

　宮崎県 98,937 98,937 0 令和4年度 38,255 千円

令和5年度 60,682 千円

　宮崎市 49,469 49,469 0 令和4年度 19,128 千円

令和5年度 30,341 千円

諸収入 1 186 -185

合　　計 148,407 148,592 -185

費　　目 摘　　要

収
　
入

預金利息、大使館等職員事前視察ツ
アー参加者負担金

予算額 決算額
(見込み)

差　額

開催支援事業費 20,043 19,971 72 ・ 警備、輸送交通の調整等

・

・

おもてなし事業費 19,666 14,108 5,558 ・

・

・

広報・ＰＲ事業費 90,651 90,379 272 ・ 広報関係業務の企画運営

・ 教育事業等の関連イベントの開催

・

ントの補助

渉外・総務事業費 18,047 8,955 9,092 ・

・

・

合　　計 148,407 133,413 14,994

費　　目 摘　　要

支
　
出

会場展示の企画・実施

会場装飾（装花）の企画・実施

歓迎行事の企画・実施、歓迎レセプ

ションの開催支援

地元記念品の企画・制作

ボランティア関係業務の企画・実施

民間団体等が実施する機運醸成イベ

大使等の事前視察の調整・受入れ

経済波及効果推計

協議会事務局の運営・総括
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協議会の解散（案） 

 

 

１ 要旨 

協議会規約第 15 条第１項の規定により、当協議会を解散する。 

 

２ 解散の理由 

協議会規約第２条に規定する当協議会の事業の目的を達成したため。 

 

３ 解散の時期 

決算の承認をもって解散する。 

 

 

参考（協議会規約） 

第２条 協議会は、令和５年に本県で開催されるＧ７宮崎農業大臣会合（以下「大臣会合」という。）

の成功に向け、全県を挙げて支援及び協力を行うとともに、本県が有する農や豊かな食によるおも

てなしを通して、本県の魅力を国内外に広く発信することを目的とする。 

第15条 協議会は、事業の目的を達成したとき、総会の議決を経て解散する。 

第３号議案 
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残余財産の処分（案） 

 

 

１ 要旨 

協議会規約第 15 条第２項の規定により、当協議会が解散するときに有する残余

財産を、以下のとおり処分する。 

 

２ 残余財産の額（見込み） 

15,179 千円 

 

３ 残余財産の処分方法 

協議会の負担金の割合に応じて分配する。 

当協議会が有する権利及び義務は、宮崎県及び宮崎市に引き継ぐものとする。 

 

【残余財産の分配見込み】 

 

 

 

 

 

参考（協議会規約） 

第15条 協議会は、事業の目的を達成したとき、総会の議決を経て解散する。 

２ 協議会が解散するときに有する残余財産は、総会の議決を経て処分する。 

 

 分配割合 金額（見込み） 

宮崎県 ３分の２ 10,119 千円 

宮崎市 ３分の１  5,060 千円 

第４号議案 
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